
令 和 ８ 年 度 「 徳 島 県 農 林 漁 業 者 等 へ の サ ポ ー ト 活 動 業 務 」  

企 画 提 案 募 集 要 領  

 

１．目的  

 徳 島 県 の 農 山 漁 村 に は 、農 林 水 産 物 を は じ め と す る 優 れ た 地 域 資 源 が 豊

富 に 存 在 し て お り 、こ れ ら の 地 域 資 源 を 活 用 し た ６ 次 産 業 化 の 取 組 は 、 農

山 漁 村 に お け る 就 業 の 場 の 確 保 、所 得 向 上 及 び 雇 用 の 増 大 を 実 現 し 、農 山

漁 村 を 活 性 化 す る も の で あ る 。  

 ６ 次 産 業 化 に 取 り 組 む 農 林 漁 業 者 等 を 支 援 す る「 徳 島 県 地 域 資 源 活 用 価

値 創 出 ・六 次 次 産 業 化 サ ポ ー ト セ ン タ ー 」 業 務 の 一 部 を 、 経 営 支 援 等 の ノ ウ

ハ ウ を 有 す る 事 業 者 に 委 託 す る た め 、 企 画 提 案 を 募 集 す る 。  

 

２．事業実施形態  

委 託 事 業  

（ 本 事 業 に 採 択 さ れ た 事 業 者 と 徳 島 県 の 間 で 委 託 契 約 を 締 結 ）  

 

３．業務概要  

（ １ ） 委 託 業 務 名  

   徳 島 県 農 林 漁 業 者 等 へ の サ ポ ー ト 活 動 業 務  

（ ２ ） 委 託 業 務 内 容  

   別 紙 、 仕 様 書 の と お り  

（ ３ ） 委 託 業 務 期 間  

   契 約 締 結 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 30 日 （ 火 ） ま で  

   ※ 国 の 予 算 執 行 状 況 に よ り 、 事 業 開 始 時 期 が 遅 れ る 場 合 が あ る 。  

（ ４ ） 見 積 限 度 額  

   5,351,000 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 含 む ）  

   ※ 国 交 付 金 の 交 付 決 定 が な さ れ な か っ た 場 合 、又 は 減 額 と な っ た 場

合 に は 、 本 事 業 の 全 部 又 は 一 部 を 実 施 し な い 場 合 が あ る 。  

 

４．契約方法  

（ １ ） 契 約 方 法  

   公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 に よ る 随 意 契 約 と す る 。  

（ ２ ） 契 約 相 手 方 の 選 定  

   公 募 に よ り 企 画 提 案 を 募 集 し 、そ の 内 容 を 審 査 し て 最 優 秀 提 案 者 を

選 定 し 、 契 約 予 定 者 と す る 。  

   

５．委託対象経費  

（ １ ） 対 象 と な る 経 費  

ア  サ ポ ー ト 活 動 実 施 に 係 る 地 域 プ ラ ン ナ ー 謝 金 六 旅 費 等  

イ  事 業 推 進 に 係 る 企 画 推 進 員 手 当 六 旅 費 等  

ウ  資 料 印 刷 費  

エ  通 信 機 器 類 リ ー ス 料  

オ  通 信 運 搬 費  

カ  消 耗 品 費 等  

キ  イ ン ボ イ ス 経 過 措 置 に 伴 う 消 費 税 相 当 額  

（ ２ ） 対 象 と な ら な い 経 費  

ア  専 ら 、 本 業 務 を 実 施 す る た め に 雇 用 し た 者 以 外 の 手 当  

イ  本 業 務 （ 資 料 の 整 理 六 収 集 、 調 査 の 補 助 等 ） を 実 施 す る た め に 雇



用 し た 者 に 支 払 う 経 費 の う ち 、労 働 の 対 価 と し て 労 働 時 間 及 び 日 数

に 応 じ て 支 払 う 経 費 以 外 の 経 費  

ウ  都 道 府 県 及 び 市 町 村 の 職 員 の 人 件 費  

エ  支 援 の 拠 点 と な る 事 務 所 等 の 借 上 げ 経 費  

オ  委 託 契 約 締 結 前 に 支 出 さ れ た 経 費  

カ  委 託 対 象 経 費 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 （ 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消

費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 63 年 ｇ 法 律 第

108 号 ） の 規 定 に よ り 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 額 と し て 控 除 で き る 部 分

の 金 額 及 び 当 該 金 額 に 地 方 税 法 （ 昭 和 25 年 法 律 226 号 ） の 規 定 に

よ る 地 方 消 費 税 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 の 合 計 額 ）  

キ  Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 機 器 類 （ ス ピ ー カ ー や マ イ ク セ ッ ト 等 ） の 購 入 経 費  

ク  そ の 他 本 業 務 を 実 施 す る 上 で 、 必 要 と 認 め ら れ な い 経 費 及 び 本 業

務 の 実 施 に 要 し た 経 費 で あ る こ と を 証 明 で き な い 経 費  

 

６．企画提案の参加資格  

  企 画 提 案 の 応 募 者 は 、仕 様 書 に 掲 げ る 業 務 を 的 確 か つ 効 果 的 に 遂 行 す

る 能 力 を 有 す る 事 業 者 で あ っ て 、電 話 六 電 子 メ ー ル な ど に よ る 質 問 等 に

対 し て 迅 速 に 対 応 で き る 者 （ 複 数 法 人 等 に よ る 連 合 体 （ 以 下 、 「 コ ン ソ

ー シ ア ム 」 と い う 。 ） 、 協 議 会 を 含 む 。 ） で あ り 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要

件 を 満 た す 者 （ コ ン ソ ー シ ア ム 、 協 議 会 の 場 合 は そ の 事 務 局 を 所 管 す る

者 ） と す る 。  

  な お 、 （ ３ ） 、 （ ４ ） 及 び （ ５ ） エ の 要 件 に つ い て は 、 資 格 確 認 の た

め 、 徳 島 県 警 察 本 部 に 照 会 す る 場 合 が あ る 。  

（ １ ） 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４ 第 １

項 の 規 定 に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  

（ ２ ）徳 島 県 建 設 工 事 入 札 参 加 資 格 停 止 措 置 要 綱 及 び 徳 島 県 物 品 購 入 等 に

係 る 指 名 停 止 等 措 置 要 綱 に 基 づ く 指 名 停 止 期 間 中 の 者 で な い こ と 。  

（ ３ ） 暴 力 団 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３

年 法 律 第 ７ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。以 下 同 じ 。）

又 は そ の 構 成 員 （ 暴 力 団 の 構 成 団 体 の 構 成 員 を 含 む 。 ） 若 し く は 暴 力

団 の 構 成 員 で な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者 （ 以 下 ｢暴 力 団 の

構 成 員 等 ｣と い う 。 ） で な い こ と 。  

（ ４ ） 暴 力 団 又 は 暴 力 団 の 構 成 員 等 の 統 制 の 下 に あ る 者 で な い こ と 。  

（ ５ ） 役 員 （ 法 人 の 監 査 役 及 び 監 事 を 含 む 。 ） の う ち に 、 次 の い ず れ か に    

該 当 す る 者 が い る 法 人 で な い こ と 。  

ア  成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人  

イ  破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者  

ウ  禁 固 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 、 又 は そ の 刑 の

執 行 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し な い 者  

エ  暴 力 団 の 構 成 員 等  

（ ６ ） 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 の

申 立 て 、 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ く 再 生 手 続

開 始 の 申 立 て 又 は 破 産 法（ 平 成 １ ６ 年 法 律 第 ７ ５ 号 ） に 基 づ く 破 産 手

続 開 始 の 申 立 て が な さ れ た 者 で な い こ と 。た だ し 、 会 社 更 生 法 に 基 づ

く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申

立 て が な さ れ て い る 者 で あ っ て も 、更 生 計 画 の 認 可 の 決 定 又 は 再 生 計

画 の 認 可 の 決 定 が 確 定 し た 者 に つ い て は 、当 該 申 立 て が な さ れ て い な

い 者 と み な す 。  



（ ７ ）私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 す る 法 律（ 昭 和 ２ ２ 年 法 律

第 ５ ４ 号 ）第 ３ 条 又 は 第 ８ 条 第 １ 項 に 違 反 す る と し て 公 正 取 引 委 員 会

又 は 関 係 機 関 に 認 定 さ れ た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し な い 者 で な い こ と 。  

（ ８ ）労 働 基 準 法 を は じ め と す る 労 働 関 係 法 令 を 遵 守 し て い な い 者 で な い

こ と 。  

（ ９ ）特 定 の 政 治 活 動 又 は 宗 教 活 動 等 を 主 た る 目 的 と す る 団 体 、公 序 良 俗

に 反 す る 等 適 当 で な い と 認 め ら れ る 者 で な い こ と 。  

 

７．企画提案の参加及び申込方法  

（ １ ） 提 出 書 類 及 び 提 出 期 限  

   次 の 書 類 等 を 作 成 し 、 提 出 す る こ と 。  

内 容  部 数  提 出 期限  

ア  参 加 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

正 本 1 部  

令 和 ８ 年  

３ 月 2 5 日（ 水 ）

午 後 ５ 時 必 着  

イ  添 付 書 類（ コ ン ソ ー シ ア ム の 場 合 、構 成 員 全 て 、

協 議 会 の 場 合 、 事 務 局 を 所 管 す る 者 ）  

① 法 人 の 場 合 は 登 記 簿 謄 本 （ 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 ） 

  個 人 事 業 者 の 場 合 は 個 人 事 業 開 始 届 の 写 し  

 ② 会 社 等 の 概 要 が 分 か る 書 類 （ パ ン フ レ ッ ト 等 ）  

 ③ 直 近 ２ 期 分 の 決 算 書 又 は こ れ に 類 す る 書 類  

 ④ 事 業 所 の 本 社 及 び 営 業 所 等 の 所 在 地 の 都 道 府 県  

 税 の 全 て に 未 納 が な い 旨 の 証 明 書  

 ⑤ コ ン ソ ー シ ア ム の 場 合  

 コ ン ソ ー シ ア ム 協 定 書 （ 様 式 例 第 １ 号 ） の 写 し  

 及 び コ ン ソ ー シ ア ム 委 任 状 （ 様 式 例 第 ２ 号 ）  

 ⑥ 協 議 会 の 場 合  

 協 議 会 の 規 約 、 規 定  

 直 近 ２ 年 度 分 の 定 期 総 会 資 料  

ウ  企 画 提 案 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

正 本 １ 部  

副 本 ７ 部  

令 和 ８ 年  

４ 月 ３ 日（ 金 ）

午 後 ５ 時 必 着  

エ  類 似 委 託 業 務 実 績 調 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

（ コ ン ソ ー シ ア ム の 場 合 、 構 成 員 全 て ）  

六 業 務 実 績 （ 令 和 ２ 年 度 以 降 に 受 託 し た 類 似 委 託

業 務（ 国 、地 方 公 共 団 体 、民 間 企 業 問 わ ず ）に つ い

て 記 載 し て く だ さ い 。  

オ  委 託 業 務 に 係 る 経 費 の 見 積 書 （ 様 式 第 ４ 号 ）  

 

（ ２ ） 提 出 方 法  

   持 参（ 土 日 祝 日 を 除 く 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で ）又 は 郵 送

（ フ ァ ク シ ミ リ 及 び 電 子 メ ー ル に よ る 提 出 は 受 け 付 け な い 。 ）に よ る

こ と 。  

   た だ し 、郵 送 に よ る 場 合 は 、 追 跡 情 報 が 確 認 で き る 発 送 方 法 又 は 民



間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 ９ ９ 号 ）

第 ２ 条 第 ６ 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 ９ 項 に 規

定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 の 提 供 す る 同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 信 書 便 の

役 務 の う ち 書 留 郵 便 に 準 ず る も の (親 展 と 明 記 す る こ と ｡ )に よ る こ

と 。  

（ ３ ） 提 出 先 及 び 問 合 せ 先  

〒 770-8570 徳 島 県 徳 島 市 万 代 町 １ 丁 目 １ 番 地  

   徳 島 県 立 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ ン タ ー  

経 営 推 進 課  次 次 産 業 化 担 当  

   電 話 ： 088-621-2432 フ ァ ク シ ミ リ ： 088-621-2858 

   E-mail： keieisuishinka @pref.tokushima.jp  

 

８．応募に際しての留意事項  

（ １ ） 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 失 格 と な る こ と が あ る 。  

ア  参 加 資 格 、 提 出 方 法 、 提 出 先 又 は 提 出 期 限 に 適 合 し な い 場 合  

イ  虚 偽 の 内 容 が 記 載 さ れ て い る 場 合  

ウ  記 載 す べ き 事 項 の 全 部 又 は 一 部 が 記 載 さ れ て い な い 場 合  

エ  本 要 領 及 び 仕 様 書 に 適 合 し な い 場 合  

オ  そ の 他 不 正 な 行 為 等 が あ っ た と 徳 島 県 が 認 め た 場 合  

（ ２ ） そ の 他  

ア  応 募 は １ 社 に つ き １ 件 と す る 。  

イ  書 類 は Ａ ４ 縦 版 （ 片 面 印 刷 ） 横 書 き と し 、 フ ォ ン ト は 11 ポ イ ン      

ト 以 上 で 作 成 す る こ と 。  

    な お 、表 六 写 真 等 を 用 い た 補 足 資 料 を 添 付 す る こ と が で き る が で

き る 限 り 簡 潔 な も の と す る こ と 。  

ウ  書 類 等 の 作 成 に 用 い る 用 語 、 通 貨 及 び 単 位 は 、 日 本 語 、 日 本 円 、  

日 本 の 標 準 時 及 び 計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 ５ １ 号 ） に 定 め る 単 位  

に 限 る 。  

エ  企 画 提 案 書 の 作 成 、提 出 に 要 す る 一 切 の 費 用 は 、自 己 負 担 と す る 。 

オ  提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 の 差 し 替 え 及 び 再 提 出 は 、 原 則 認 め な い 。     

た だ し 、 書 類 の 不 足 六 不 備 の 補 完 、 内 容 不 明 点 の 確 認 の ほ か 、 必

要 に 応 じ 、 追 加 資 料 の 提 出 を 求 め る 場 合 が あ る 。  

・ ・カ  提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 は 、 当 該 提 案 者 に 無 断 で 二 次 的 な 使 用 は  

行 わ な い 。  

キ  提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 は 、 原 則 返 却 し な い 。  

ク  原 則 と し て 、 本 業 務 の 全 部 又 は 一 部 を 第 三 者 に 委 託 し 又 は 請 け    

負 わ せ て は な ら な い 。 た だ し 、 業 務 を 効 率 的 に 行 う 上 で 必 要 と 認  

め ら れ 、 事 前 に 徳 島 県 の 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

ケ  提 案 が 選 定 さ れ た 者 は 、 企 画 競 争 の 実 施 の 結 果 、 最 適 な 者 と し て

選 定 し た 者 で あ る が 、契 約 手 続 き を 完 了 す る ま で は 当 法 人 と の 契 約

関 係 を 生 じ る も の で は な い 。  

コ  業 務 の 実 施 に 当 た っ て は 、 関 係 各 所 と 十 分 協 議 し な が ら 事 業 を

進 め る こ と 。  

サ  契 約 履 行 過 程 で 生 じ た 成 果 物 、 制 作 物 の 著 作 権 及 び 所 有 権 は 、 徳

島 県 に 帰 属 す る 。  

シ  委 託 業 務 の 最 終 成 果 物 は 他 者 の 知 的 所 有 権 へ の 配 慮 が な さ れ て い

る こ と 。  

ス  委 託 業 務 の 最 終 成 果 物 の か し に 対 し て 納 入 後 １ 年 間 無 償 保 証 が で



き る 体 制 を 用 意 す る こ と 。  

セ  本 要 領 及 び 仕 様 書 に な い 項 目 で 疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、 そ の 都 度  

徳 島 県 と 協 議 す る こ と 。  

ソ  採 用 さ れ た 提 案 書 を も と に 委 託 者 と 受 託 者 が 協 議 し 、 業 務 を 行

う こ と 。  

 

・９．応募書類等に係る質問  

（ １ ） 質 問 の 受 付 期 限  

   令 和 ８ 年 ３ 月 19 日 （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で （ 必 着 ）   

（ ２ ） 質 問 書 の 提 出  

質 問 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 行 う も の と し 、 ８ の （ ４ ） に 示 す 提 出

先 ま で 電 子 メ ー ル 又 は フ ァ ク シ ミ リ に よ り 受 け 付 け る 。な お 、送 信 後

に 必 ず 電 話 で 着 信 を 確 認 す る こ と 。  

（ ３ ） 質 問 の 内 容  

原 則 と し て 、 当 該 業 務 に 係 る 条 件 や 提 案 書 提 出 手 続 き に 関 す る 事 ・

項 に 限 る も の と す る 。  

（ ４ ） 質 問 に 対 す る 回 答  

徳 島 県 ホ ー ム ペ － ジ 内 、 県 政 情 報 の 組 織 「 農 林 水 産 総 合 技 術 支 援 セ

ン タ ー 」 ペ ー ジ 内 に 掲 載 す る 。  

 

10． 審査及び結果通知  

（ １ ） 審 査 方 法  

徳 島 県 が 別 に 設 置 す る 審 査 委 員 会 に お い て 、提 出 さ れ た 企 画 提 案 書 等

に よ る 書 面 審 査 に て 最 優 秀 提 案 者 を 選 定 す る こ と と し 、 必 要 に 応 じ 、提

案 者 に 書 面 で の 説 明 を 依 頼 す る こ と が あ る 。  

（ ２ ） 審 査 基 準  

審 査 委 員 は 、 次 の 観 点 に 基 づ き 審 査 す る 。  

ア  企 画 内 容  

①   内 容 の 妥 当 性  

六 本 事 業 の 目 的 に 合 致 し た も の で あ る か 。  

六 支 援 対 象 者 へ の 支 援 は 十 分 か 。  

六 地 域 プ ラ ン ナ ー の 派 遣 方 法 が 適 切 で あ り 、 地 域 プ ラ ン ナ ー を 効 率

的 六 効 果 的 に 活 用 で き る 内 容 と な っ て い る か 。  

②   事 業 の 実 現 可 能 性  

六 事 業 目 標 を 達 成 す る 上 で の 実 現 可 能 性 は あ る か 。  

   六 事 業 実 施 に 関 す る ス ケ ジ ュ ー ル は 適 当 か 。  

六 本 事 業 に 類 す る 事 業 の 経 験 や 実 績 及 び ノ ウ ハ ウ を 有 し て い る  

か 。  

③   運 営 体 制 六 実 施 体 制  

六 事 業 の 実 施 に あ た り 、 必 要 な 人 員 が 確 保 さ れ て い る か 。  

六 関 係 機 関 と の 連 携 が 図 れ る 体 制 が 構 築 さ れ て い る か 。  

イ  経 費  

①  経 費 の 妥 当 性  

六 決 算 収 支 の 状 況 は 良 好 で あ る か 。  

六 適 正 な 経 費 配 分 が な さ れ て い る か 。  

（ ３ ） 審 査 結 果 の 通 知  

   審 査 結 果 は 全 て の 提 出 者 に 対 し 、 文 書 に よ り 通 知 す る 。 た だ し 、   

審 査 の 経 緯 に つ い て は 公 表 し な い 。 ま た 、 選 定 結 果 に 対 す る 異 議    



申 し 立 て は 受 理 し な い 。  

11． 日程  

 令 和 ８ 年 ３ 月 13 日 （ 金 ）   公 募 開 始  

 令 和 ８ 年 ３ 月 19 日 （ 木 ）   質 問 受 付 締 切  

 令 和 ８ 年 ３ 月 25 日 （ 水 ）   参 加 申 込 書 受 付 締 切  

令 和 ８ 年 ４ 月 ・３ 日 （ 金 ）   企 画 提 案 書 等 受 付 締 切  

 令 和 ８ 年 ４ 月 ・上 旬 （ 予 定 ）  審 査 実 施 （ 書 類 審 査 ）  

 令 和 ８ 年 ４ 月 ・中 旬 （ 予 定 ）  結 果 通 知 六 契 約 六 業 務 開 始  

 

12． 契約の締結  

（ １ ）審 査 委 員 会 が 選 定 し た 最 優 秀 提 案 者 を 契 約 予 定 者 と し 、 当 該 業 務 に

係 る 随 意 契 約 の 相 手 方 と す る 。  

（ ２ ） 契 約 内 容 の 詳 細 に つ い て は 、 企 画 提 案 の 内 容 を 基 本 と し て 、 徳 島 県

と 契 約 予 定 者 が 協 議 を 行 い 決 定 す る 。こ の 協 議 の 際 に 企 画 提 案 の 内 容

を 一 部 変 更 す る こ と が あ る 。  

（ ３ ）協 議 が 整 っ た 場 合 に 契 約 を 締 結 す る こ と と し 、 契 約 条 項 に つ い て は

契 約 予 定 者 と 協 議 し て 定 め る 。  

（ ４ ）最 優 秀 提 案 者 と の 協 議 が 整 わ な か っ た 場 合 は 、 そ の 選 定 を 取 り 消 す

と と も に 、 審 査 委 員 会 に お い て 次 点 と な っ た も の を 契 約 予 定 者 と し 、

契 約 内 容 に つ い て の 協 議 等 を 行 っ た 上 で 、 契 約 を 締 結 す る 。  


